
 

船舶インシデント調査報告書 

平成３０年５月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（絡索） 

発生日時 平成２９年１１月１８日 １２時３５分ごろ 

発生場所 神奈川県三浦市城ヶ
じょうが

島南西方沖 

 城ヶ島灯台から真方位２５０°３海里付近 

（概位 北緯３５°０７.１′ 東経１３９°３３.３′） 

インシデントの概要  引船駿河
す る が

丸は、えい
．．

航索の切離し作業中、えい
．．

航索が推進器に絡ん

で運航不能となった。 

インシデント調査の経過 平成２９年１１月２１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

引船 駿河丸、２１３トン 

 １４１８０９、東京汽船株式会社、株式会社日産マリンサービス 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風速 約１１～１８m/s、視界 

良好 

海象：波高 約１.８ｍ 

 インシデントの経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、作業員等１０人を乗せ、‘船首

ボラードに係止したえい
．．

航索（直径約９０㎜）の切離し作業’（以下

「本件作業」という。）を開始した。 

本船は、船長が、船橋で操船を行い、えい
．．

航索を緩ませようとして

前進していたところ、突然主機が停止し、運航不能となった。 

船長は、えい
．．

航索の状況を確認していなかったので、緩んだえい
．．

航

索が本船の下方に入り込み、推進器に絡んで主機が停止したものと本

事故後に思った。 

分析  本船は、城ヶ島南西方沖において本件作業中、船長が、えい
．．

航索の

状況を確認せずに前進を続けたことから、緩んだえい
．．

航索が本船の下

方に入り込み、推進器に絡んで主機の運転ができなくなり、運航不能

となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、城ヶ島南西方沖において本件作業中、

船長が、えい
．．

航索の状況を確認せずに前進を続けたため、緩んだえい
．．

航索が本船の下方に入り込み、推進器に絡んで主機の運転ができなく

なったことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・機関を使用しながらえい
．．

航索の切離し作業を行う場合は、えい
．．

航



 

索の状況を確認すること。 
 


